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日進市総合戦略推進委員会設置条例施行規則 

 

                          平成２８年 ３月３１日  

                          規 則 第   ２９号  

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、日進市総合戦略推進委員会設置条例（平成２８年日進市条例第 

３号。以下「条例」という。）第７条の規定に基づき、日進市総合戦略推進委員

会（以下「委員会」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （委員長及び委員の辞任） 

第２条 委員長は、事故等により辞任しようとするときは、理由を付した書面をもっ

て条例第５条第３項の規定により委員長の代理に指名された委員に申し出なけれ

ばならない。 

２ 委員は、事故等により辞任しようとするときは、理由を付した書面をもって委員

長に申し出なければならない。 

 （庶務） 

第３条 委員会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。 

 （委任） 

第４条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

平成２８年７月２１日（木） 

第１回日進市総合戦略推進委員会 資料３ 


